
介護保険事業に係る基準・報酬に関する質問にあたっての留意事項 

（令和７年度版） 

 

質問内容の正確な把握、認識の齟齬等に基づくトラブル回避のため、指定基準・介護報酬に関するお問

い合わせは原則としてメールでのみ受付しています。 

 

１ 質問を受付するサービス 

  地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援 

 

２ 県指定サービスに関する質問 

県指定サービスの問い合わせについては神奈川県高齢福祉課にお問い合わせください。 

 

 ※居宅介護支援事業者からの問い合わせでも、問い合わせの対象サービスが県指定サービスの基準・報酬に関す 

る内容の場合は、問い合わせ先は神奈川県です。   

※報酬に関する質問について、神奈川県より保険者判断との回答があった場合は、別添の質問票に保険者判断と

された規定・解釈等について明記したうえで質問票を市に送付してください。 

 

３ 質問方法 

  質問票に質問内容を記入し、メールにて長寿介護課までお問い合わせください。 

  

４ 質問にあたっての留意事項 

 (1)質問内容についてはまずは事業所の管理者に内容確認をお願いします。 

(2)質問する際には指定基準、告示、解釈通知等の関係法令のどの部分の解釈に疑義があるのか 

具体的に明記したうえで質問してください。 

 

５ 回答方法 

回答はメールで回答します。回答期間の目安は３～５営業日程度ですが、内容に応じて神奈川県 

や厚生労働省への問い合わせが必要となるため、それ以上の期間を要する場合があります。 

  

 



６ 関係法令 

 

 

 

 

 


